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認知症対策の総合的な推進

第１節　認知症高齢者を取り巻く状況

第２節　認知症対策の推進に向けた取組
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第１節　認知症高齢者を取り巻く状況

１　認知症の人を取り巻く状況

（認知症高齢者の状況）
○ 　都内で要介護（要支援）認定を受けている高齢者のうち、何らかの認知症の症状を有する

人（認知症高齢者の日常生活自立度Ⅰ以上）は、平成 28 年 11 月時点で約 41 万人に達し、平
成 37 年には約 56 万人に増加すると推計されています。

○ 　また、見守り又は支援の必要な認知症高齢者（認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上）は、
平成 28 年 11 月時点の約 31 万人から、平成 37 年には約 42 万人に増加すると推計されており、
今後、75 歳以上の後期高齢者人口の増加に伴い、認知症高齢者も急速に増加することが見込
まれています。

認知症高齢者の推計 [ 東京都 ]

認知症高齢者(認知症高齢者の日常生活自立度Ⅰ以上）

平成28年
（2016年）

平成37年
（2025年）

認知症高齢者の日常
生活自立度Ⅰ

11万人 14万人

認知症高齢者の日常
生活自立度Ⅱ以上

31万人 42万人

計 41万人 56万人
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平成28年　 平成37年　

認知症高齢者

の日常生活自

立度Ⅰ

認知症高齢者

の日常生活自

立度Ⅱ以上

約41万人

約56万人

約1.4倍
65歳以上

人口の
17.2%

65歳以上

人口の
13.8%

（2016年）　 （2025年）　

　　　　　資料： 東京都福祉保健局高齢社会対策部「平成 28 年度認知症高齢者数等の分布調査」

≪参考≫認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準
≪参考≫認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準

　自立 　日常生活自立度ⅠからＭに該当しない（認知症を有さない）方

　Ⅰ 　何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。

　Ⅱ（a、ｂ）
　日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立でき
る。
（a=家庭外で　ｂ＝家庭内でも）

　Ⅲ（a、ｂ）
　日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。
（a=日中を中心　ｂ＝夜間を中心）

　Ⅳ 　日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

　Ｍ 　著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

何
ら
か
の
認
知
症
の

症
状
が
あ
る

見
守
り
又
は

支
援
が
必
要

　資料： 厚生労働省通知　（平成 21 年 9 月 30 日付　老老発 0930 第 2 号）
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○ 　何らかの認知症の症状を有する高齢者の 62.6％、見守り又は支援の必要な認知症高齢者の
55.6％が、在宅（居宅）で生活しています。

認知症高齢者の居住場所 [ 東京都 ]
※65歳以上高齢者のみ

認知症高齢者の
日常生活自立度

Ⅱ以上

認知症高齢者の
日常生活自立度

Ⅰ以上

居宅 55.6% 62.6%

指定介護老人福祉施設 10.9% 8.4%

介護老人保健施設 5.2% 4.2%

指定介護療養型医療施設 1.0% 0.8%

認知症グループホーム 2.6% 2.0%

特定施設入居者生活介護適用施設 7.7% 6.6%

医療機関 11.8% 11.1%

その他の施設 4.9% 4.3%

不明 0.3% 0.2%

65歳～ 100.0% 100.0%

居宅, 55.6%

居宅, 62.6%

10.9%

8.4%

5.2%

4.2%

1.0%

0.8%

7.7%

6.6%

2.6%

2.0%

11.8%

11.1%

4.9%

4.3%

0.3%

0.2%
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認知症高齢者の

日常生活自立度

Ⅱ以上

認知症高齢者の

日常生活自立度

Ⅰ以上

居宅 指定介護老人福祉施設
介護老人保健施設 指定介護療養型医療施設
特定施設入居者生活介護適用施設 認知症グループホーム
医療機関 その他の施設
不明

居宅, 55.6%

居宅, 62.6%

10.9%

8.4%

5.2%

4.2%

1.0%

0.8%

7.7%

6.6%

2.6%

2.0%

11.8%

11.1%

4.9%

4.3%

0.3%

0.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認知症高齢者の

日常生活自立度

Ⅱ以上

認知症高齢者の

日常生活自立度

Ⅰ以上

居宅 指定介護老人福祉施設
介護老人保健施設 指定介護療養型医療施設
特定施設入居者生活介護適用施設 認知症グループホーム
医療機関 その他の施設
不明

　　　資料：東京都福祉保健局高齢社会対策部「平成 28 年度認知症高齢者数等の分布調査」

認知症高齢者の日常生活自立度別の居住場所 [ 東京都 ]

自立 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ｍ

居宅 117,656 88,460 101,759 49,242 15,997 3,336

居宅の割合 87.2% 82.6% 69.5% 47.0% 35.1% 34.5%

居宅外 17,329 18,634 44,601 55,520 29,575 6,347

12.8% 17.4% 30.5% 53.0% 64.9% 65.5%
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　　　　　資料：東京都福祉保健局高齢社会対策部「平成 28 年度認知症高齢者数等の分布調査」
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○ 　在宅で生活している認知症が疑われる高齢者のうち、約半数は一人暮らし又は夫婦のみ世
帯で生活していると推計されています。今後は、一人暮らしの高齢者が更に増加するとともに、
世帯構成員が減少していくことが予測されています。

在宅で生活している認知症が疑われる人がいる世帯の状況

一人暮らし

16%

夫婦のみ世帯

30%

子夫婦と同居

22%

配偶者のいな

い子と同居

29%

その他の世帯

2%

無回答

1%総数=490

資料： 東京都福祉保健局高齢社会対策部「認知機能や生活機能の低下が見られる地域在宅高齢者の実態調査報告書」（平
成 26 年 5 月）

（若年性認知症の人の状況）
○ 　65 歳未満で発症する若年性認知症の人は都内に約 4 千人

1

と推計されています。
○ 　働き盛り世代で発症するため、就労の継続、経済的な問題、配偶者と親など複数の人を同

時に介護する多重介護になった場合の対応のほか、若年性認知症の人のニーズに合ったケア
を提供する社会資源が少ないことなど、高齢期に発症する認知症とは異なり、多分野にわた
る課題が存在します。

○ 　認知症高齢者に比べて数が少ないことから、区市町村において、支援のノウハウを蓄積す
ることが困難な状況にあります。

1  　厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業）による「若年性認知症の実態と対応の基盤整備に関する研究」
（平成 18 年度〜平成 20 年度）における有病率推計値から算出
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若年性認知症の人の状況

③介護保険制度によるサービス・支援の利用

勤め人として

働いている

6.4%

自営業である

（自由業も含む。）

2.1%

休職中

4.3%

働いていない

87.2%

①本人の仕事の有無（総数=47人）

仕事をしていた

75.6%

認知症になる前から

仕事はしていなかった

24.4%

②認知症になる前の仕事の有無（総数=41人）

2.1%

38.3%

4.3%

0.0%

0.0%

8.5%

21.3%

23.4%

38.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

介護保険制度によるサービス・支援を利用してい

ない

その他介護保険によるサービス・支援

小規模多機能型居宅介護

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

（認知症対応型デイサービス）

短期入所生活介護（ショートステイ）

訪問介護（ホームヘルプサービス）

通所介護（デイサービス）
知らなかった

11.1%

使い方が分からない

5.6%

気に入らない

11.1%

申請したが、認定

されなかった

5.6%
その他

61.1%

無回答

5.6%

④介護保険制度によるサービス・支援を利用していない理由
（総数=18人）

③介護保険制度によるサービス・支援の利用状況
（総数=47人）（複数回答）

91.5%

4.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.1%

2.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

障害者自立支援法によるサービス・支援を利用していない

その他障害者自立支援法によるサービス・支援

行動援護

生活介護

自立訓練

就労移行支援

就労継続支援

居宅介護（ホームヘルプサービス）

短期入所（ショートステイ）

⑤障害者自立支援法によるサービス・支援の利用状況
（総数=47人）（複数回答）

知らなかった

55.8%

使い方が分からな

い

9.3%

気に入らない

2.3%

申請したが、認定

されなかった

2.3%

その他

30.2%

⑥障害者自立支援法によるサービス・支援を利用していない理由
（総数=43人）

6.4%

48.9%

4.3%

0.0%

4.3%

10.6%

36.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

無回答

その他公的サービス・支援を利用していない

その他公的サービス・支援

地域福祉権利擁護事業

成年後見制度

身体障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳

⑦その他公的なサービス・支援の利用状況
（総数=47人）（複数回答）

知らなかった

60.9%使い方が分からな

い

13.0%

気に入らない

0.0%

申請したが、認定

されなかった

0.0%

その他

26.1%

⑧その他公的なサービス・支援を利用していない理由
（総数=23人）

資料：東京都福祉保健局高齢社会対策部「東京都若年性認知症生活実態調査」（平成 20 年 8 月）
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（国の動向）
○ 　厚生労働省は、認知症施策のより一層の推進を図るため、平成 27 年 1 月に「認知症施策推

進総合戦略〜認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて〜（新オレンジプラン）」を発表
し、「認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮ら
し続けることができる社会の実現を目指す」という基本的考え方を示しました。

○ 　新オレンジプランは、①認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進、②認知症の容
態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供、③若年性認知症施策の強化、④認知症の人の
介護者への支援、⑤認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進、⑥認知症の予防法、
診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデル等の研究開発及びその成果の普及
の推進、⑦認知症の人やその家族の視点の重視の 7 つの柱で構成されており、関係府省庁が
共同で策定したものです。

○ 　新オレンジプランの対象期間は、「団塊の世代」が後期高齢者となる平成 37 年までですが、
施策を実現していくための数値目標が設定されています。平成 29 年 7 月には、第 7 期介護保
険事業支援計画の策定に合わせ、平成 32 年度末までの数値目標に更新されました。

○ 　また、地域包括ケアシステム強化法により、新オレンジプランの基本的な考え方が介護保
険法上にも位置づけられました。これに基づき、国及び地方公共団体は、

　①　認知症への理解を深めるための知識の普及や啓発
　②　認知症の人のリハビリテーションや介護者の支援等の総合的な推進
　③　認知症の人とその家族の意向の尊重への配慮
　に努めることが定められました。
　 　都道府県と区市町村は、新オレンジプランに定められた施策の推進を図ることが求められ

ます。
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２　東京都と区市町村の役割

○ 　認知症施策については、住民に最も身近な区市町村が中心となって行っています。
○ 　平成 26 年 6 月に成立した地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係

法律の整備等に関する法律（平成 26 年法律第 83 号）においては、「保健医療及び福祉に関す
る専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他
の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う事業」（以下「認知
症総合支援事業」という。）を地域支援事業の包括的支援事業に位置付け、平成 27 年度から
順次実施し、平成 30 年度からは全区市町村で実施することとされています。

○ 　認知症総合支援事業とは、以下の 2 事業を指します。
　①　認知症初期集中支援推進事業
　　 　認知症サポート医、保健師、介護福祉士等の専門職で構成する「認知症初期集中支援チー

ム」を地域包括支援センター等に設置し、認知症の人や家族に対する初期の支援を包括的・
集中的に行い、自立生活のサポートをします。

　②　認知症地域支援・ケア向上推進事業
　　 　認知症疾患医療センター等の医療機関、介護サービス事業所や地域の支援機関同士の連

携支援、認知症の人や家族を支援する相談業務等を行う「認知症地域支援推進員」を設置し、
地域の実情に応じて、一般病院・介護保険施設等での認知症対応力の向上、認知症ケアに
携わる多職種の協働研修、認知症グループホーム等での在宅生活継続のための相談・支援
及び認知症カフェ等の取組を推進します。

○ 　区市町村には、地域の実情に応じて、認知症の人を支えるネットワークの構築や地域の認
知症対応力の向上等に取り組み、認知症の人と家族が安心して生活できる地域づくりを進め
ていくことが求められています。

○ 　東京都は、広域的自治体として、区市町村が円滑に事業を実施できるよう、情報の提供そ
の他の支援に努めていきます。
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第２節　認知症対策の推進に向けた取組

○ 　認知症の人と家族が地域で安心して生活できるよう、区市町村や関係機関と連携した
総合的な認知症対策を推進します。

〇 　認知症の人の視点に立って、認知症に対する理解を促進するための普及啓発に取り組
みます。

○ 　医療機関相互や医療と介護の連携の推進役である認知症疾患医療センターを中心とし
て、認知症の人が容態に応じて、適時・適切な支援を受けられる体制を構築していきます。

○ 　認知症の人と家族が住み慣れた地域で適切な支援を受けられるよう、医療・介護従事
者等の認知症対応力向上を図ります。

○ 　地域の認知症対応力の向上を図り、認知症の人と家族が安心して暮らし続けられる地
域づくりを進めます。

○ 　若年性認知症の人と家族に対する支援を強化していきます。

１　認知症対策の総合的な推進

現状と課題

＜認知症の人の増加への対応＞
○ 　今後増加する認知症の人が、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるようにす

るためには、区市町村をはじめとした関係機関と連携し、認知症対策を総合的に推進す
ることが必要です。

○ 　認知症高齢者と家族を地域で支える機運を醸成するため、平成 18 年度に認知症に対す
る普及啓発を目的として「認知症高齢者を地域で支える東京会議」を開催しました。平
成 19 年度からは、学識経験者、医療・介護関係者、都民等からなる「東京都認知症対策
推進会議」を設置し、認知症の人と家族に対する支援体制の構築について検討しています。

○ 　また、認知症の人と家族にやさしい地域づくりを推進していくため、認知症が誰にで
も身近な病気であることなど、都民の認知症に対する理解をより深めていくことが重要
です。
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施策の方向

■　総合的な認知症施策を推進します
○ 　認知症になっても、認知症の人の意思が尊重され、地域で安心して暮らせるまちづく

りを推進するため、「東京都認知症対策推進会議」において、中長期的な施策を検討して
いきます。

○ 　地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターの知見を活用して作成した「自分でで
きる認知症の気づきチェックリスト」を盛り込んだパンフレット「知って安心　認知症」
を活用した普及啓発を行うとともに、区市町村におけるパンフレットの活用など地域に
おける普及啓発の取組を支援します。

○ 　また、認知症のポータルサイト「とうきょう認知症ナビ」において、認知症の基礎知
識や相談窓口等をわかりやすく紹介し、都民への情報発信を充実していくほか、都民向
けシンポジウムの開催など、都民の認知症に関する理解を促進していきます。

■ 認知症は誰でもかかる可能性のある身近な病気です
■ 認知症とは？
■ 認知症の予防につながる習慣
■ 認知症に早く気づくことが大事！
■ 「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」をやってみましょう！
■ 認知症になるとどのように感じるの？
■ 認知症の人を支えるために
■ こんな時はどこに相談したらいいの？
東京都認知症疾患医療センター 一覧
区市役所・町村役場
成年後見制度利用に関する相談先 一覧

…………１ ページ
………………………………………………………2 ページ

……………………………………3 ページ
…………………………………4 ページ

…5 ページ
……………………………7 ページ

………………………………………8 ページ
……………………………９ ページ
…………………………11 ページ

………………………………………………13 ページ
………………………14 ページ

１

２

３

４

５

６

７

８

認知症の人にやさしいまち 東京を目指して
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5

5

自分でできる
認知症の気づきチェックリスト

※このチェックリストの結果はあくまでもおおよその目安で医学的診断に代わるものではありません。
　認知症の診断には医療機関での受診が必要です。
※身体機能が低下している場合は点数が高くなる可能性があります。

まったくない ときどきある 頻繁にある いつもそうだ

今日が何月何日か
わからないときが
ありますか

まったくない ときどきある 頻繁にある いつもそうだ

周りの人から「いつも同じ
事を聞く」などのもの忘れ
があると言われますか

まったくない ときどきある 頻繁にある いつもそうだ

まったくない ときどきある 頻繁にある いつもそうだ

まったくない ときどきある 頻繁にある いつもそうだ

「自分でできる認知症の気づき
チェックリスト」をやってみましょう！

1点 2点 3点 4点

1点 2点 3点 4点

1点 2点 3点 4点

1点 2点 3点 4点

1点 2点 3点 4点

5分前に聞いた話を
思い出せないことが
ありますか

最もあてはまるところに○をつけてください。

財布や鍵など、物を
置いた場所がわから
なくなることがありますか

言おうとしている
言葉が、すぐに出てこ
ないことがありますか

チェック 1

チェック 2

チェック 3

チェック 4

チェック 5

6

「ひょっとして認知症かな？」 
気になり始めたら自分でチェックしてみましょう。
※ご家族や身近な方がチェックすることもできます。

問題なく
できる

だいたい
できる

あまり
できない できない

一人で買い物に
行けますか

問題なく
できる

だいたい
できる

あまり
できない できない

問題なく
できる

だいたい
できる

あまり
できない できない

自分で掃除機や
ほうきを使って
掃除ができますか

問題なく
できる

だいたい
できる

あまり
できない できない

電話番号を調べて、
電話をかけること
ができますか

問題なく
できる

だいたい
できる

あまり
できない できない

チェックしたら、①から⑩の合計を計算 合計点 点
20点以上の場合は、認知機能や社会生活に支障が出ている可能性があります。
9ページ以降に紹介しているお近くの医療機関や相談機関に相談してみましょう。

1点 2点 3点 4点

1点 2点 3点 4点

1点 2点 3点 4点

1点 2点 3点 4点

1点 2点 3点 4点

貯金の出し入れや、
家賃や公共料金の
支払いは一人でできますか

バスや電車、自家用車
などを使って一人で
外出できますか

チェック 6

チェック 7

チェック 8

チェック 9

チェック10

※ このチェックリストの結果はあくまでもおおよその目安で医学的診断に代わるものではありません。認知症の診断
には医療機関での受診が必要です。

主な施策 （※高齢包括：高齢社会対策区市町村包括補助事業）

・認知症対策推進事業〔福祉保健局〕
　 　認知症対策を総合的に推進するため、「東京都認知症対策推進会議」において様々な角

度から具体的な支援策の検討を実施します。
　 　また、都民向けシンポジウムの開催や、パンフレット「知って安心　認知症」、認知症

のポータルサイト「とうきょう認知症ナビ」を通じ、普及啓発を図ります。
・認知症普及啓発事業［高齢包括］〔福祉保健局〕
　 　地域において、認知症の人と家族を支えるために区市町村が行う、認知症の普及・啓発

の取組を支援します。
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２　認知症の容態に応じた適時・適切な支援の提供

現状と課題

＜専門医療の提供体制の確保＞
○ 　認知症は原因疾患や進行段階により症状等が異なるため、鑑別診断

2

後、その段階に応
じた適切な医療の提供が必要です。

　 　また、認知症の人が身体合併症
3

を患ったときや行動・心理症状
4

が悪化したときに適
切に対応できる診療体制の整備が求められています。

○ 　身体合併症や行動・心理症状を発症する認知症の人が多いことから、地域の多くの医
療機関がその機能や特性に応じて、連携して対応していくことが必要です。

○ 　東京都においては、認知症に関する専門医療の提供体制を確保するとともに、医療機
関同士や医療と介護の連携を推進するため、平成 24 年度に、二次保健医療圏域（島しょ
地域を除く。）における認知症に係る医療・介護連携の拠点として、12 か所の認知症疾
患医療センター（現在の「地域拠点型認知症疾患医療センター」）を指定しました。さら
に、区市町村（島しょ地域を除く。）における支援体制を強化するため、平成 27 年度から、
区市町村における医療・介護連携の推進役となる「地域連携型認知症疾患医療センター」
の整備を進めており、平成 30 年 3 月現在、40 医療機関を指定しています。

○ 　また、認知症サポート医養成研修の修了者（平成 28 年度末現在 953 人）が、かかりつ
け医の認知症診断に対する相談・支援等を行う役割を担っています。

○ 　島しょ地域については、認知症の専門医療を提供できる医療機関や人材の確保が厳し
い状況にあります。

2  　鑑別診断  
　認知症の原因疾患と認知症の症状に類似する他の疾患（せん妄、うつ病等）とを見分けること。

3  　身体合併症  
　認知症の症状に加え、肺炎や骨折、がん等の身体疾患を併発した状態

4  　行動・心理症状  
　認知症患者に頻繁にみられる知覚、思考内容、気分、行動の障害の症候。代表的な行動症状は徘徊、不穏などであり、
心理症状は幻覚、妄想など。ＢＰＳＤ（Ｂｅｈａｖｉｏｒａｌ ａｎｄ Ｐｓｙｃｈｏｌｏｇｉｃａｌ Ｓｙｍｐｔｏｍｓ ｏｆ Ｄｅｍｅｎｔｉａ）。
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認知症の経過と医療依存度

資料： 東京都福祉保健局「東京都認知症対策推進会議　医療支援部会報告書」（平成 21 年 3 月）
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認知症疾患医療センターの指定状況（平成 30 年 3 月現在）
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＜適時・適切な支援に向けた体制整備＞
○ 　認知症は、早い段階から適切な治療を受けることで、改善が可能なものや進行を遅ら

せることができる場合があります。また、症状が軽いうちに本人や家族が認知症への理
解を深めることで、今後の生活の準備をすることができます。

○ 　認知症になっても住み慣れた地域での生活を続けるためには、早期診断と、容態に応
じた適切な医療・介護・生活支援等を受けられる体制を構築することが必要です。

○ 　平成 25 年度から、区市町村に配置した認知症支援コーディネーターと地域拠点型認知
症疾患医療センターの認知症アウトリーチチームが連携して、受診困難な認知症の疑い
のある高齢者等を訪問支援する仕組みを構築するなど、認知症の早期発見・診断・対応
の取組を推進してきました。

○ 　また、平成 30 年度からは、全ての区市町村が、認知症サポート医、保健師、介護福祉
士等の専門職で構成する「認知症初期集中支援チーム」を設置し、認知症の人や家族に
対する初期の支援を包括的・集中的に行うこととされています。

施策の方向

■　専門医療の提供と地域連携を推進します
○ 　地域における支援体制を構築するため、各区市町村（島しょ地域を除く。）に設置した

認知症疾患医療センターにおいて、専門医療を提供するとともに医療機関同士及び医療・
介護の連携を推進していきます。

○ 　二次保健医療圏域における認知症医療・介護連携の拠点として位置づけている 12 か所
の地域拠点型認知症疾患医療センターでは、認知症疾患医療・介護連携協議会の開催、
地域の医療・介護従事者向け研修の実施等により、身体合併症や行動・心理症状を有す
る認知症の人を地域で受け入れる体制づくりを進めていきます。

○ 　地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターに設置した「認知症支援推進センター」
において、認知症専門医等が島しょ地域の医療従事者等に対して相談支援を行う体制を
整備するとともに、各島を訪問して認知症の対応力向上を目的とした研修会等を実施す
るなど、島しょ地域における認知症の人と家族への支援体制の充実を図ります。
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■　多職種協働による適時・適切な支援を推進します
○ 　認知症の医療・介護・生活支援等の情報に精通し、個別ケース支援のバックアップ等

を担う認知症支援コーディネーターを配置する区市町村を支援することにより、地域の
認知症対応力向上を図っていきます。

○ 　全ての区市町村が、「認知症初期集中支援チーム」を設置し、認知症の人や家族に対し
て、初期の支援を包括的・集中的に行います。

○ 　地域拠点型認知症疾患医療センターに、認知症専門医
5

、看護師、精神保健福祉士等で
構成する認知症アウトリーチチームを配置し、認知症支援コーディネーター等の依頼に
応じて、認知症初期集中支援チームでは対応が困難な認知症の人等を訪問し、早期に医
療や介護のサービスにつなげる取組を進めていきます。

○ 　地域拠点型認知症疾患医療センターの認知症アウトリーチチームが培った訪問支援の
ノウハウを提供するなど、区市町村が設置する認知症初期集中支援チームの円滑な活動
を支援していきます。

 主な施策

・認知症疾患医療センター運営事業〔福祉保健局〕
　 　東京都が指定する「認知症疾患医療センター」において、認知症の診断、身体合併症と

行動・心理症状への対応、専門医療相談等を実施するとともに、地域の医療・介護関係者
等との連携の推進、人材の育成等を行うことにより、認知症の人の地域生活を支える医療
体制の構築を図ります。

　 　また、地域拠点型認知症疾患医療センターに、区市町村と連携して、受診困難な認知症
の人等への訪問支援を行う認知症アウトリーチチームを配置します。

・【拡充】認知症支援推進センター運営事業〔福祉保健局〕
　 　医療従事者等の認知症対応力向上の支援拠点として設置した「認知症支援推進センター」

において、認知症サポート医フォローアップ研修等の専門職向けの研修や区市町村におい
て指導的役割を担う人材の育成を行うとともに、島しょ地域の認知症医療従事者等への支
援を実施します。

・認知症支援コーディネーター事業〔福祉保健局〕
　 　区市町村に、認知症の医療・介護・生活支援等の情報に精通した地域における認知症の

専門家であり、個別ケース支援のバックアップ等を担う認知症支援コーディネーターを配
置します。

5  　認知症専門医  
　日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業
務とした５年以上の臨床経験を有する医師
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コラム 認知症疾患医療センターにおける地域連携の推進に向けた取組

○�　東京都においては、認知症に関する専門医療の提供体制を確保するとともに、医療機

関同士や医療と介護の連携を推進するため、「認知症疾患医療センター」を指定してい

ます。認知症疾患医療センターでは、認知症の診断や専門医療相談を実施するほか、区

市町村をはじめとした地域の関係者と連携し、認知症の人と家族の生活を支えるための

様々な取組を行っています。

＜社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会 東京都済生会中央病院（港区）＞
○�　地域における医療機関の連携を推進するため、地区医師会と協力して、かかりつけ医

や認知症サポート医との認知症に関する勉強会「Minato�Memory�Meeting」を定期的

に開催しています。

○�　認知症の人の介護に携わる地域の多職種を対象とした「認知症ケアセミナー」では、

認知症の行動・心理症状等への対応、リハビリテーション、当事者や家族からのお話な

ど幅広い内容の講演を行い、認知症への理解を深めています。

○�　認知症家族会「ひだまり」を毎月１回開催し、ミニレクチャーや相談を行っています。

院内の認知症専門医、認知症看護認定看護師、理学療法士、管理栄養士等のほか、地域

の医師、介護従事者、行政関係者等にも参加してもらい、認知症の人や家族の相談に多

職種で応じられる場としています。

○�　認知症予防を専門に活動している理学療

法士が、地域住民を対象に、港区のいきい

きプラザと共催でコグニサイズや運動療法

等を組み入れた実践講座を開催しています。

　�　また、地域住民を支える民生委員や老人

クラブ、シルバー人材センターなどの方々

を対象に、認知症の正しい理解と予防手段

の情報提供、実践方法などを定期的にレク

チャーしています。

＜社会福祉法人浴風会 浴風会病院（杉並区）＞
○�　平成 29 年度から、近隣の都営住宅高井戸団地において、「高井戸団地無料健康相談

会」を開催しています。支援を必要とする認知症の人が多く生活していることが予想さ

れることから、団地内の高齢者を対象に、毎月 1回行われている「高井戸いちばん体操※」

の後に、認知症疾患医療センターの医師や精神保健福祉士等の専門職が、参加者からの

病気や介護に関する不安や悩みについてお話を伺っています。

認知症予防プログラム実践講座の様子
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○�　また、参加者自身の相談のみならず、健康意識の高い参加者の地域に向けた“おせっ

かい的視点”も活かし、支援が必要にもかかわらず必要なサービスにつながっていない

人の情報収集も同時に行っています。そこで得られた情報から、地域包括支援センター

やケアマネジャー等と連携して訪問する機能も兼ね備え、今までは問題が表面化するま

で手が打てなかったケースの早期発見・早期介入・早期対応等につなげています。こう

した取組を通じて、地域包括ケアシステムの構築の一端を担っていくことを目指してい

ます。

無料健康相談会の様子

※ 高井戸いちばん体操

杉並区の研修を受けた介護予防

地域リーダーで構成する NPO 法

人わがまちいちばんの会、高井戸団

地自治会、浴風会病院が協力して、

平成 28 年度から開催。 

＜医療法人財団明理会 鶴川サナトリウム病院（町田市）＞
○�　認知症の人にやさしいまちづくりに向けて、市や関係団体と連携し、様々な取組を進

めています。

○�　市からの委託により認知症初期集中支援チームを院内に設置するとともに、チームを

設置している市内の医療機関等で構成する「医療連携会議」を年２回開催し、情報交換

や事例検証などを行うことにより、認知症初期集中支援チームの円滑な活動や連携の推

進を図っています。

○�　市内 5地区の地域包括支援センターと連携し、各地域のニーズに合った市民講座を年

1回ずつ開催しています。医師の講演をはじめ、医療・介護福祉関係者と民生委員・市

民の方を交えたグループワーク、質疑応答形式のパネルディスカッションなどを通じて、

　�認知症の基礎知識、センターの目的や機能、早期

発見・早期対応の重要性などを説きながら、何か

心配なことがあれば、「認知症電話相談」を利用

して欲しいと呼びかけています。講座後、場内か

らは多数の質問が寄せられるなど、市民の認知症

に対する理解が進んでいます。

� 執筆協力：各医療機関

市民講座の様子
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３　認知症の人と家族を支える人材の育成

現状と課題

＜認知症の人に対する適切なケアの確保＞
○ 　認知症の人が住み慣れた地域で適切な支援を受けられるよう、認知症対応型サービス

事業者だけではなく、全ての介護サービス事業者が、認知症介護の基本的知識やノウハ
ウを学ぶ必要があります。

○ 　認知症介護指導者 ( 平成 28 年度末現在 78 人 ) や認知症介護実践リーダー研修修了者 ( 平
成 28 年度末現在 1,551 人 ) 等については、自施設・事業所内における認知症支援のリーダー
役を担うほか、事業者同士の連携を図るなど、地域の社会資源を活用して認知症の人を
支援していくことが期待されています。

○ 　認知症の人は、環境の変化や不適切なケア等により、行動・心理症状が悪化してしま
うことが少なくありません。

　 　また、身体合併症を有する認知症の人も多くいるため、認知症と身体疾患が相互に及
ぼす影響を踏まえた身体管理も重要です。

○ 　高齢者に身近な診療所や急性期病院等において、認知症の人が適切な治療やケアを受
けられるよう、認知症に精通した医師や看護師等の医療従事者を育成することも急務で
す。

○ 　さらに、認知症の人が必要とする医療・介護・生活支援等を切れ目なく提供していく
ためには、医療・介護従事者や関係機関が連携して支援を行っていくことが不可欠です。

施策の方向

■　医療・介護従事者の認知症対応力の向上を図ります
○ 　介護従事者に対して認知症介護に関する基礎的及び実践的な研修を実施するとともに、

地域密着型サービス事業所の管理者等に対して適切なサービス提供に関する知識を修得
させるための研修を実施することにより、認知症介護の技術向上を図っていきます。

○ 　地域において、認知症ケアのリーダー役を担う認知症介護指導者や認知症介護実践リー
ダーを引き続き養成し、認知症ケアの質の向上を図るとともに、地域における活用が進
むよう検討していきます。

○ 　認知症疾患医療センターが、かかりつけ医や看護師等、地域の医療従事者等に向けた
研修を実施するとともに、区市町村や地区医師会等の関係機関が実施する研修への協力
を行うことにより、地域における認知症医療の充実と認知症対応力の向上を図っていき
ます。
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○ 　「認知症支援推進センター」において、認知症サポート医等の専門職に対し、診療技術
の向上等に資する実践的な研修を実施するほか、地域において指導的役割を担う人材を
育成することにより、東京都における医療従事者等の認知症対応力向上を支援していき
ます。

○ 　高齢者と接する機会の多い歯科医師や薬剤師が、認知症の疑いがある人に早期に気づ
き、かかりつけ医等と連携して対応するとともに、認知症の人の状況に応じ適切な口腔
管理や服薬指導が行えるよう、認知症対応力を向上させるための研修を実施します。

○ 　認知症の人の身体合併症等への対応を行う急性期病院等において、行動・心理症状等
への対応力を高め、適切な対応が行われるよう、指導的立場にある看護師を対象とした
研修を実施し、急性期病院等における認知症ケアの向上を図ります。

○ 　全ての区市町村が設置する認知症初期集中支援チーム及び認知症地域支援推進員が円
滑に活動できるよう、必要な知識・技術を習得するための研修を実施します。
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 主な施策

・認知症介護研修事業〔福祉保健局〕
　 　介護従事者及びその指導的立場にある者に対し、認知症介護に関する基礎的及び実践的

な研修を実施し、技術の向上を図ります。
・認知症疾患医療センター運営事業〈再掲〉〔福祉保健局〕
　 　東京都が指定する「認知症疾患医療センター」において、認知症の診断、身体合併症と

行動・心理症状への対応、専門医療相談等を実施するとともに、地域の医療・介護関係者
等との連携の推進、人材の育成等を行うことにより、認知症の人の地域生活を支える医療
体制の構築を図ります。

　 　また、地域拠点型認知症疾患医療センターに、区市町村と連携して、受診困難な認知症
の人等への訪問支援を行う認知症アウトリーチチームを配置します。

・【拡充】認知症支援推進センター運営事業〈再掲〉〔福祉保健局〕
　 　医療従事者等の認知症対応力向上の支援拠点として設置した「認知症支援推進センター」

において、認知症サポート医フォローアップ研修等の専門職向け研修や区市町村において
指導的役割を担う人材の育成を行うとともに、島しょ地域の認知症医療従事者等への支援
を実施します。

・歯科医師・薬剤師・看護職員認知症対応力向上研修〔福祉保健局〕
　 　歯科医師や薬剤師に対し、認知症の人への対応力の向上や関係機関との連携の促進等に

関する研修を実施します。
　 　また、病院で指導的な役割にある看護職員に対し、認知症ケアの実践的な対応やマネジ

メントに関する研修を実施し、病院全体の認知症対応力の向上を図ります。
・認知症初期集中支援チーム員等研修事業〔福祉保健局〕
　 　認知症初期集中支援チーム員及び認知症地域支援推進員が、その役割を担うための知識・

技能を習得するための研修の受講促進を図ります。
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４　認知症の人と家族を支える地域づくり

現状と課題

＜認知症の人と家族を地域社会全体で支える環境の整備＞
○ 　認知症の人と家族が安心して暮らせるようにするためには、身近な地域で、必要な医療・

介護・生活支援等を受けられることが重要です。
○ 　そのためには、医療・介護従事者や関係機関が連携して認知症の人への支援を行うと

ともに、地域住民や商店街、交通機関などによる見守りや家族会の活動などのインフォー
マルな支援を含め、地域の実情に応じたネットワークづくりを進めていく必要がありま
す。

○ 　東京都は地域や職域において認知症の人や家族を手助けする「認知症サポーター」の
養成を支援しており、平成 29 年 12 月末現在、約 64 万人

6

が養成されています。
○ 　また、行方不明となった認知症高齢者を早期に発見するためのネットワークづくりや、

身元不明高齢者等の情報を区市町村が自ら更新し、閲覧できる関係機関の情報共有サイ
トを構築するなど、行方不明・身元不明高齢者の対応を行ってきました。

＜若年性認知症への対応＞
○ 　平成 24 年 5 月に設置した東京都若年性認知症総合支援センターと、平成 28 年 11 月に

設置した東京都多摩若年性認知症総合支援センターにおいて、経済的な問題や多重介護
など様々な相談にワンストップで対応するなど、若年性認知症の人と家族を支援してい
ます。

施策の方向

■　認知症の人と家族を支える地域づくりを推進します
○ 　区市町村の認知症地域支援推進員が、医療機関、介護サービス事業所、地域包括支援

センター等地域の関係機関の連携を図るための支援を行うとともに、認知症カフェなど
の認知症の人や家族が集う取組等を推進します。

○ 　東京の地域特性を踏まえ、地域の多様な人的資源・社会資源によるネットワークづく
りを進め、認知症の人と家族を支える地域づくりを支援します。

6　 全国キャラバン・メイト連絡協議会調べ
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○ 　地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターや公益財団法人東京都医学総合研究所
の知見を活用して平成 28 年度及び平成 29 年度に実施したモデル事業の成果を踏まえ、
認知症の初期（軽度認知障害

7

を含む。）から中・重度までの段階に応じて適切な支援が
受けられる体制づくりを推進していきます。

○ 　認知症の人や家族の視点に立って、都民の認知症に対する理解を促進するとともに、
認知症の人と家族を地域で支える機運の醸成のために普及啓発を進めます。

○ 　認知症に関する正しい知識と理解を持って地域や職域で認知症の人や家族を手助けす
る認知症サポーターの養成の支援や、認知症サポーター養成講座の講師役となるキャラ
バン・メイトの養成を行います。

○ 　認知症サポーターが身近な地域で活動できる場や復習を兼ねて学習できるフォロー
アップの機会を提供する区市町村を支援していきます。

○ 　介護者支援の拠点となる医療機関と連携した認知症カフェの設置や家族会の活動の支
援など、地域の実情に応じて、認知症の人と家族の支援に取り組む区市町村を支援して
いきます。

○ 　認知症の人の行方不明・身元不明については、区市町村におけるネットワークづくり
の支援、関係機関向け情報共有サイトの活用を通じて、早期解決が図れるよう取り組ん
でいきます。

○ 　認知症高齢者グループホームや小規模多機能型居宅介護事業所など、認知症の人と家
族の地域生活を支える介護サービス基盤の整備を進めていきます。

■　若年性認知症対策を推進します
○ 　都内 2 か所の若年性認知症総合支援センターにおいて、若年性認知症の人と家族への

支援を充実していきます。
○ 　また、若年性認知症総合支援センターにおいて蓄積したノウハウを活用し、地域包括

支援センターの職員など支援者向け研修を実施するなど、地域における相談支援対応力
を向上していきます。

○ 　身近な地域で支援が受けられるよう、様々な問題を抱える家族介護者の心理的サポー
トや家族間の交流を行う家族会への支援、若年性認知症の人の活動拠点の整備に取り組
む区市町村を支援します。

7  　軽度認知障害  
　本人又は周囲の人から認知機能低下の訴えがあるものの、認知機能全般としては認知症の診断を満たすような大
きな欠陥はなく、基本的な日常生活機能は正常に保たれている状態。ＭＣＩ（Ｍｉｌｄ Ｃｏｇｎｉｔｉｖｅ Ｉｍｐａｉｒｍｅｎｔ）。
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東京都における認知症の人と家族の生活を支える体制のイメージ図

紹
介
・
情
報
提
供
等

保健師・
社会福祉士等

●認知症地域支援推進員

地域の実情に応じた認知症施策の推進
（医療・介護等のネットワーク化、

地域の認知症対応力向上
本人・家族への相談支援等）

複数の専門職による
初期の包括的・集中的な支援

（受診勧奨､本人・家族へのサポート等）

認知症サポート医等

●認知症初期集中支援チーム

医療系＋介護系職員
（保健師、看護師、介護福祉士、
社会福祉士、精神保健福祉士等）

相談・情報提供指導・助言

近隣地域

本
人

家
族

日常診療
・相談

診療・相談

●認知症支援コーディネーター

保健師・
看護師等

地域の認知症対応力の向上
（個別ケース支援のバックアップ、

専門的支援の調整等）

区市町村 （地域包括支援センター等）

相談・アウトリーチチーム
への訪問依頼

連携

助言 相談

訪問支援

かかりつけ医
かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局

一般病院、精神科病院

認知症サポート医

居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）、介護保険サービス事業所・施設

家族会、認知症サポーター、認知症カフェ、社会福祉協議会等

若年性認知症総合支援センター（都内２か所）

保健所・保健センター、精神保健福祉センター（都内３か所）

支援・相談

連携

相談支援

ネットワーク
づくり

活動支援

認知症の専門医療の提供
（鑑別診断、専門医療相談、地域連携の推進等）

認知症疾患医療センター

専門医

相談員（保健師、
精神保健福祉士等）

◆区市町村に１か所設置（島しょ地域を除く）
地域拠点型：二次保健医療圏域の連携拠点（所在地の地域連携型の役割を兼ねる）

地域連携型：区市町村における連携の推進役

＜地域拠点型のみで実施＞
・二次保健医療圏内のネットワークづくり、人材育成
・認知症アウトリーチチームの配置

訪問支援
（ｱｳﾄﾘｰﾁﾁｰﾑ）

事業への協力・支援

●生活支援コーディネーター、在宅療養支援窓口等

連携

訪問支援

初期集中支援チーム
のバックアップ等

相談

連携

連携

連携

連携

※区市町村はこのイメージ図を参考に、地域の実情に応じた体制を構築する。
資料：東京都福祉保健局高齢社会対策部作成

主な施策 （※高齢包括：高齢社会対策区市町村包括補助事業）

・認知症対策推進事業〈再掲〉〔福祉保健局〕
　 　認知症対策を総合的に推進するため、「東京都認知症対策推進会議」において様々な角

度から具体的な支援策の検討を実施します。
　 　また、普及啓発を目的とした都民向けシンポジウムの開催や、パンフレット「知って安

心　認知症」の活用を通じ、普及啓発を図ります。
・認知症地域支援ネットワーク事業［高齢包括］〔福祉保健局〕
　 　地域において、認知症の人と家族を支えるために区市町村が行う、認知症の人と家族を

支える人材や社会資源によるネットワーク構築、そのネットワークを活用した徘徊行方不
明者の早期発見、家族会の育成・支援などの取組を支援します。

・【新規】認知症とともに暮らす地域あんしん事業〔福祉保健局〕
　 　認知症の初期から中・重度までの段階に応じて、適切な支援が受けられる体制を構築す

るため、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターと協働し、大規模団地等で認知症
とともに暮らす地域づくりに取り組む区市町村を支援するとともに、公益財団法人東京都
医学総合研究所と協働し、行動・心理症状（ＢＰＳＤ ) の改善が期待される「日本版ＢＰ
ＳＤケアプログラム」の普及を図ります。
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・認知症予防推進事業［高齢包括］〔福祉保健局〕
　 　研究機関が開発した認知症予防プログラムを活用した取組や、認知症疾患医療センター

等の認知症専門医療機関と連携した取組等、区市町村における認知症予防の取組を支援し
ます。

・認知症普及啓発事業［高齢包括］〈再掲〉〔福祉保健局〕
　 　地域において、認知症の人と家族を支えるために区市町村が行う、認知症の普及・啓発

の取組を支援します。
・キャラバン・メイト養成研修〔福祉保健局〕
　 　認知症について正しい知識を持ち地域で認知症の人と家族を応援する「認知症サポー

ター」を養成する講座の講師役となり、また地域でのリーダー役を担うキャラバン ･ メイ
トを養成します。

・認知症の人と家族を支える医療機関連携型介護者支援事業［高齢包括］〔福祉保健局〕
　 　医療機関周辺に認知症介護者支援の拠点を設け、医療機関の専門職と連携した介護者支

援のための講座や交流会を開催し、介護者の孤立化防止等を図る区市町村の取組を支援し
ます。

・認知症高齢者の行方不明・身元不明対策〔福祉保健局〕
　 　区市町村からの依頼に基づき、認知症が疑われる行方不明高齢者等の情報を都内区市町

村などに提供する取組により、関係機関との情報共有を推進します。
・【拡充】地域密着型サービス等重点整備事業〈再掲〉〔福祉保健局〕
　 　地域での 365 日 24 時間の安心を確保するため、小規模多機能型居宅介護事業所、看護

小規模多機能型居宅介護事業所、地域密着型特別養護老人ホーム等の整備を進める区市町
村を支援します。

・【拡充】認知症高齢者グループホーム緊急整備〈再掲〉〔福祉保健局〕
　 　認知症高齢者が専門的なケアを受けながら家庭的な環境の中で暮らしていけるよう、都

独自の促進策により、引き続き整備を進めます。
・若年性認知症総合支援センター運営事業〔福祉保健局〕
　 　若年性認知症の人、家族、区市町村、地域包括支援センター等の専門機関に対するワン

ストップ相談窓口を設置することにより、若年性認知症の人を早期に適切な支援に結び付
け、若年性認知症特有の問題解決を図ります。

・若年性認知症の人と家族を支える体制整備事業［高齢包括］〔福祉保健局〕
　 　若年性認知症の家族会への支援や、若年性認知症の人の活動を支援するための拠点整備

を行う区市町村の取組を支援します。
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コラム 認知症の人の在宅生活継続を支援するケアモデルの構築

○�　今後、急増が見込まれる認知症の人が、できる限り住み慣れた地域で自分らしく暮ら

し続けることを可能とするケアモデルを開発するため、認知症研究の実績を有する地方

独立行政法人東京都健康長寿医療センター及び公益財団法人東京都医学総合研究所と協

働して、平成 28年度から 29年度まで 2か年のモデル事業を実施しました。

＜（取組１）認知症とともに暮らせる社会に向けた地域ケアモデル事業＞

＜事業目的＞　対象地域において認知症高齢者の出現頻度と生活実態を把握し、診断後支

援を行うことで、大都市における「認知症とともに暮らせる地域社会」を創

出するためのモデルを構築する。

＜実施方法＞　地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターに委託

＜対象地域＞　板橋区高島平 1 ～ 5 丁目

※　板橋区の北西側に位置し、旧日本住宅公団（現ＵＲ都市機構）が建設した「高島平団地」が地域内に

所在しています。高島平団地は、昭和 47 年に入居開始し、総戸数 10,170 戸となっています。

○�　平成 28 年度は、対象地域に住んでいる 70 歳

以上の高齢者全員（7,614 人）を対象として、生

活の様子や健康状態に対するアンケート調査、身

体状況や認知機能に関して看護師や心理など専門

職が聞き取りを行う面接調査、医師による医学的

評価と総合アセスメントを三次にわたって実施し、

認知機能が低下した状態にある高齢者の把握を行

いました。

○�　平成 29年度は、認知症が疑われ、かつ支援を

必要とする高齢者のうち、同意が得られた方

70 人に対し、研究チーム、板橋区おとしより

保健福祉センター職員、地域包括支援センター

職員で事例検討（カンファレンス）を行い、情

報共有しながら医療や介護サービスの調整、買

い物や通院の付き添いなどの生活支援、住まい

など生活環境の調整、家族に対する相談や交流

の場の提供などの診断後支援（介入）を実施し

ました。

面接調査の様子

カンファレンスの様子
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○�　その結果、認知機能が低下している高齢者は、心身状態、社会的交流、経済状況が相

対的に低く、孤立化や情報アクセスの困難さ等が見られることや、認知症の状態（軽度

認知障害を含む）にあるにも関わらず、必要な支援につながっていない方が相当数存在

することが分かりました。

○�　今後、単身や夫婦のみの高齢者世帯の増加が見込まれることから、地域とのつながり

が希薄になりがちな大規模団地等では、認知症とともに生きる人が、適切な時に、適切

な支援を利用できるようにすることが重要です。

○�　東京都では、区市町村と連携し、認知症カフェや地域の相談窓口を拠点とした「認知

症とともに暮らす地域づくり」を進めていきます。

＜（取組 2）認知症の人の地域生活を支援するケアプログラム推進事業＞

＜事業目的＞　認知症ケアで課題となる妄想、暴言、介護拒否等の行動・心理症状（ＢＰ

ＳＤ）を改善するケアプログラムの開発

＜実施方法＞　公益財団法人東京都医学総合研究所に委託

＜対象地域＞　世田谷区、足立区、武蔵野市

○�　認知症の人の 90％は、初期から終末期に至る経過のいずれかの段階で、暴言や介護拒

否などの行動・心理症状（以下「ＢＰＳＤ」という。）を発症し、在宅生活の継続が困難

となるケースが起きています。

○�　認知症ケア先進国であるスウェーデ

ンで開発された「ＢＰＳＤケアプログ

ラム」は、ＢＰＳＤの症状を点数化し、

「見える化」することで、ケアに関わ

る担当者が情報を共有するオンライン

システムと、認知症に関わる人材育成

を行うプログラムで、スウェーデン国

内の 9割以上の自治体が導入してい

るものです。

オンラインシステムイメージ

BPSDケアプログラム 日本への導入

人材養成研修

【研修】視点の転換︓「問題⾏動」から
「満たされていないニーズの表明」へ

⾔葉でうまく表現できないニーズを丁寧
に読み取るためのポイントについて

オンラインシステム＋

【オンラインシステム】︓ケア改善の重要な
⼿がかりを職員⾃ら発⾒することをサポート1
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○�　今回のモデル事業では、「日本版ＢＰＳＤケ

アプログラム」を開発するため、実際に 3区

市の介護サービス事業所 44か所の 95 人のケ

アマネジャー・介護職員が研修を受講し、在宅

の認知症高齢者に対するケア計画の策定、オン

ラインシステムへの入力に取り組みました。

○�　その結果、このプログラムに参加した介護事業所では、認知症高齢者のＢＰＳＤの症

状が改善した事例が多く見られ、日本版においても有効であることが確認されました。

300 
 

研修の様子 

ＢＰＳＤの頻度や重症度 

 
○ 今回のモデル事業では、「日本版ＢＰＳ 

Ｄケアプログラム」を開発するため、実際 

に 3 区市の介護サービス事業所 44 か所の 

95 人のケアマネジャー・介護職員が研修を 

受講し、在宅の認知症高齢者に対するケア 

計画の策定、オンラインシステムへの入力 

に取り組みました。 

○ その結果、このプログラムに参加した介護

事業所では、認知症高齢者のＢＰＳＤの症状が改善した事例が多く見られ、日本版

においても有効であることが確認されました。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
○ 利用者のＱＯＬ（生活の質）や介護事業所における認知症のケアの質の向上につ

ながることから、東京都では、今後、区市町村と連携し、この成果を広く都内に普

及促進していきます。 

 

写真提供：地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター及び公益財団法人東京都医 

学総合研究所  

イライラして動き回り、デイサービス中に頻繁に外に逃げ出そうとしていた利

用者に対し、ケアプログラムを実践したところ、落ち着いてデイサービスで過

ごせるよう改善 

改善例 

BPSD の頻度や重症度

BPSDの頻度や重症度

時期 点

5月25日 45

7月25日 24

45 

24 
20

30

40

50
初回

2か月後

（点）

○�　利用者のＱＯＬ（生活の質）や介護事業所における認知症のケアの質の向上につなが

ることから、東京都では、今後、区市町村と連携し、この成果を広く都内に普及促進し

ていきます。

写真提供：�地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター及び公益財団法人東京都医学総

合研究所

研修の様子
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コラム
地域における若年性認知症の人と家族を支援する取組

～江戸川区における若年性認知症の人と家族を支援する体制整備事業～

○�　江戸川区では、平成 26年度から「若年性認知症の人と家族を支援する体制整備事業」

として、社会福祉法人東京栄和会なぎさ和楽苑への補助を実施しています。「若年性認

知症専用デイサービス」と「若年性認知症家族会あしたば会」があり、若年性認知症の

人と家族を支援する体制づくりと若年性認知症に関する普及啓発活動を進めています。

＜若年性認知症専用デイサービス＞
○�　若年性認知症専用デイサービス「フリーサロンあしたば」では、利用される方の希望

により過ごし方を決めるフリースタイル形式とし、アクティビティ支援と就労型支援を

行っています。1日定員は 6名となっています。

【アクティビティ支援】
○�　臨床美術「あしたばアート」や積極的な外出など、アクティブな活動を行っています。

臨床美術「あしたばアート」は認知症の症状を考慮しつつ、今ある能力を維持する取り

組みの一環として、約 2年前から取り組んでおり、平成 29年 5月には「あしたばアー

ト展」を区内で開催しました。作品を作ることや絵を描くことにより、心の癒しや集中

力の高まりにつなげるとともに、作品について講師や仲間同士で褒め合うことにより、

コミュニケーション能力が向上する、といった効果などが感じられています。

あしたばアートに取り組んでいる様子

【就労支援】
○�　トートバッグ作りなどの軽作業や菜園での収穫、特別養護老人ホーム内の清掃などの

活動を行っています。利用者の中には、就労型支援を経て、同法人施設内の喫茶や事務

作業を行うことで賃金を得て働くようになった方もいます。法人内の場所やスタッフを

活用し、環境を変化させることなく就労に結び付けることで、ご本人が安心して次のス

テップに進める取組を行っています。
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＜若年性認知症家族会あしたば会＞
○�　若年性認知症家族会「あしたば会」は、現在約 60名以上の方々が参加しており、毎

月定例会を開催して交流及び情報交換を行っています。

　�　また、若年性認知症に関する普及啓発活動として、講演を中心としたセミナーの開催や、

2017 介護フェアへご本人やご家族が参加し、住民に向けて体験談を語るなど、若年性

認知症の理解を深める取組を進めています。

○�　そのほかにも、若年性認知症の親を持つ子どもたちが同じ境遇の仲間と話ができる場

として定期的に集う機会を設けることで、ヤングケアラーならではの悩みを共有する場

や仲間づくりのサポートをしています。

【若年性認知症カフェ「あしたばカフェ」】
○�　地域に潜在的におられる若年性認知症の方やその家族の方々が気軽に立ち寄れる、ま

た相談できる場所として 2か月に 1回開催しています。カフェの運営は、若年性認知症

本人、家族、ボランティア、介護職員などが協力した形で展開しています。

若年性認知症カフェ「あしたばカフェ」の
様子

2017 介護フェアで体験談を語る様子

� 執筆協力：江戸川区


